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2.6 石川会場（動画配信） 

2.6.1 学校における心停止の現状と対策 

 

（１）学校管理下の突然死と心停止 

①JSC における突然死の報告事例 

●突然死の定義：（WHO 定義）発症から２４時間以内の内因性死亡。 

→災害共済給付制度上は、心停止発症後、改善なく相当期間を経て死亡に至ったものを含むとして

いる。 

●災害共済給付審査委員会により判定している。 

●学校管理下：家を出てから帰宅するまで。課外授業を含む。 

●報告事例では、原因により心臓系、中枢神経系、大血管系その他に制度上分類している。 

●1990 年代から 2020 年まで、突然死は減少したが、主に心臓系突然死の減少によっている。 

 

図表 学校管理下突然死の分類別年次推移（1997−2020） 

（筆者注：図中の件数は、その後の資料提出や再確認によって修正されることがあります。） 
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 鮎澤 衛    
    

神奈川工科大学特任教授 
   医師、突然死、心停止、小児心疾患等 
 

 （略歴） 
小児循環器専門医、小児循環器学会前理事、日本循環器学会専門医、現在上記及び日本大学医学部客員教

授。 
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②1989-98 における心臓系突然死の推定原因疾患 

●先天性（術前）: 大動脈弁狭窄、 VSD、肺血管閉塞性病変、修正大血管転位など. 

●先天性（術後）: 大血管転位、 ファロー四徴、 肺動脈閉鎖、三尖弁閉鎖 

●後天性: 川崎病後遺症、心筋炎、肺動脈性肺高血圧、Marfan 症候群 

●心筋症: 肥大型>>拡張型 

●不整脈: 心室期外収縮〜心室頻拍、 WPW、 QT 延長症候群、洞不全症候群 

●心電図異常: 不完全右脚ブロック>>ST、 完全右脚ブロック、房室ブロック、 QS、 左軸偏位など 

●剖検で発見: 冠動脈奇形、 心筋炎、心筋症 

 

（２）蘇生成功例の増加 

●心臓マッサージ、AED を含めた心肺蘇生の実施、ICD の植込み等により蘇生成功例が増加してい 

る。 （ICD:植込み側除細動器） 

●学校における AED の設置数と救命処置（BLS）講習は増えている。 

 

図表 AED と救命処置講習 

  
 

（３）今後の課題及び結語 

①課題 

●特発性心室細動、先天性の冠動脈異常、Marfan 症候群など、学校心臓健診で発見できない疾患 

もある。 

●事故が起こらないという期待はしない。起きたらどうするかを想像（シミュレーション）することが重要。 

 

②結語 

学校災害共済給付制度からのデータを調査した結果、下記の状況が認められた。 

●学校管理下での心臓系突然死は、この 30 年間で明らかに減少した。 

●年間 50 例前後の心停止例は減少なく発生しているが、蘇生成功例が増加している。 

●原因不明例の多くは心室細動とされるが、その原因は多くの場合に不詳である。 

●一部の疾患は事前に発見することは不可能で、かつ蘇生効果が不十分である。  

●発見不能で予期できない心停止の中で、特発性心室細動を筆頭に不整脈疾患は器質性疾患より 

も蘇生効果が良好で、BLS/AED との連携を継続・向上することが望まれる。 
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（２）発表資料 
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2.6.2 スポーツ指導における指導者の責任 

 

（１）児童・生徒に対するスポーツ指導において指導者の責任が問われる理由 

児童・生徒は危険を予見し、これを回避する能力が指導者（大人）と比べて低いと考えられているた

め、指導者（大人）の側に危険を予見し、これを回避するための配慮（安全配慮）が求められる。 

 

（２）スポーツ指導者に求められる安全配慮義務の内容 

児童・生徒に対するスポーツ指導に際して、指導者が「施設」、「用具」、スポーツの「実施方法」、「指

導対象者」に関し、安全配慮義務を尽くしていたか否かが問題となる。 

 

【いくつかの裁判例から】 

●狭いグラウンドで野球部の打球が練習中の他のクラブ生徒にあたった事案 

→事故以前にも同様の事故が再三あり、それを知りつつ対策を立てなかったとして県の責任が肯定さ

れた。 

 

●小学校のソフトボール授業でファウルチップのボールが小学４年生の眼にあたり失明してしまった 

事案 

→小学生であることなどを考慮して指導者の過失が肯定された。 

 

●高校の野球部員が公道をランニング中に通行人に衝突して怪我をさせた事案 

→高校生であることなどを考慮して教師の責任は否定された。 

 

●高校２年のテニス部女子生徒がテニスの練習中に熱中症に罹患し、これにより重度の障害が生じた

事案 

→「本件顧問は通常よりも練習時間も長く、練習内容も密度の高いメニューを本件生徒に指示した

上、水分補給に関する特段の指導もせず、水分補給のための十分な休憩時間を設定しない形で練習の

指示をしていたことが認められる。」と判断され、顧問の責任が肯定された。 

 

 

 

 

 

パネリストによる講演 

「スポーツ指導における指導者の責任」 

 

 溝内 健介    
    

清水法律事務所弁護士 
 

 （略歴） 
弁護士、東京六大学野球連盟審判員、日本野球連盟審判員、東京都高等学校野球連盟審判委員、日本高

等学校野球連盟審判委員。 
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●中学２年生の男子生徒が跳箱運動である前方倒立回転跳びの授業中、着地に失敗して右下腿骨を

骨折した事故について、担当教諭に指導上の過失があったとして学校側の損害賠償責任が認めら

れた事案 

→担当教諭は生徒の事故発生を未然に防止すべき注意義務があるが、生徒の能力に応じた十分な

個別的、段階的指導が行われたとは言い難く、授業現場を離れ、生徒が跳び方について指導、助言を

求めることを不可能にしており、注意義務を尽くさなかった過失があるとされた。 

 

●中学２年生の男子生徒が跳箱で着地に失敗し、胸椎圧迫骨折、腰背部打撲傷の傷害を負った事故

について、担当教諭に過失は認められないとして学校側の損害賠償責任が否定された事案 

→担当教諭は生徒らに事前に回転系の技について危険性を説明し、生徒にも注意するなどして、本

件事故発生前に前方倒立回転跳び等の回転系の技の危険性を周知徹底し、かかる技を授業において

禁止する旨指導する義務を尽くしていたとして、危険性周知徹底及び禁止指導義務違反の過失は認め

られないとされた。 

 

（３）法律が求めているもの 

●法律は不可能なことまでスポーツ指導者に求めているわけではなく、予見できる危険、回避できる危

険について可能な範囲の安全配慮を求めている。 

 

跳箱運動では、生徒の能力に応じて個別的、段階的指導を行い、事前に授業において行うべき跳箱

の跳び方を明確に指示し、それ以外の跳び方をしてはならないことや、前方倒立回転跳び等の回転系

の技についての危険性を説明していることなど、安全配慮が順守されていることが評価されている。 

 

●過去に生じた事故を知り、危険を予見し、これを回避する方策を考え、その方策を現実に実施するこ

とが重要となる。 
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（４）発表資料 
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